
借受人　

数量

借受人　

次長 係長 館長 受付

決

義

１、物品の引渡し、維持、修理、返納に要する費用は借受人負担とする。

２、物品は転貸、目的外使用をしないこと。

３、期日までに返納すること。また、借受期間は１ケ月を超えることはできない。

決議年月日

令和　　　年　　　月　　　日

貸付条件

上記の物品を下記の条件を付して貸付してよろしいでしょうか。

係

令和　　　年　　　月　　　日

起案年月日

記

借受期間使用目的品目、名称

物　品　貸　付　決　議　書

貸付条件

住　所

連絡先

氏　名

２、物品は転貸、目的外使用をしないこと。

３、期日までに返納すること。また、借受期間は１ケ月を超えることはできない。

令和　　　年　　　月　　　日

令和　　　年　　　月　　　日

～

上記の物品を借用しました。

中川村長　様

令和　　　年　　　月　　　日

物　品　借　用　書

様式第150、151、153号（規則226条関係）

１、物品の引渡し、維持、修理、返納に要する費用は借受人負担とする。

物　品　貸　付　申　込　書
令和　　　年　　　月　　　日

中川村長　様

下記の物品を貸してください。

住　所

連絡先

氏　名

備考


